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議第４６号 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例について 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例を下記のとおり制定する。 

令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

                  記 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例 

 （市長の給与の特例） 

第１条 市長の給料月額は、令和５年１０月１日から令和６年３月３１日までの間

において、美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和４１年美濃加

茂市条例第２１号。以下「条例」という。）第３条の規定にかかわらず、同条に規

定する給料月額から当該金額の１００分の１０に相当する額を減じて得た額とす

る。ただし、期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に規定する額と

する。 

 （副市長の給与の特例） 

第２条 副市長の給料月額は、令和５年１０月１日から令和５年１２月３１日まで

の間において、条例第３条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当

該金額の１００分の１０に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当

の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この条例は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 
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議第４７号 

   美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例及び美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例及び美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

                  記 

美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例及び美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

（美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例（平成２６年美濃加茂市条例第２７号）の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第１６条 特定教育・保育施設は、次の各号に

掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各

号に定めるものに基づき、小学校就学前子ど

もの心身の状況等に応じて、特定教育・保育

の提供を適切に行わなければならない。 

第１６条 特定教育・保育施設は、次の各号に

掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各

号に定めるものに基づき、小学校就学前子ど

もの心身の状況等に応じて、特定教育・保育

の提供を適切に行わなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 認定こども園（認定こども園法第３条第

１項又は第３項の認定を受けた施設及び

同条第１０項の規定による公示がされた

(2) 認定こども園（認定こども園法第３条第

１項又は第３項の認定を受けた施設及び

同条第１１項の規定による公示がされた
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ものに限る。) 次号及び第４号に掲げる

事項 

ものに限る。) 次号及び第４号に掲げる

事項 

(3) （略） (3) （略） 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３

号）第３５条の規定に基づき保育所におけ

る保育の内容について内閣総理大臣が定

める指針 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３

号）第３５条の規定に基づき保育所におけ

る保育の内容について厚生労働大臣が定

める指針 

２ （略） ２ （略） 

第３８条 特定地域型保育事業（事業所内保育

事業を除く。）の利用定員（法第２９条第１

項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下、小規模保育

事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

１号）第２７条に規定する小規模保育事業Ａ

型をいう。第４３条第３項第１号において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同令第２７

条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。同

号において同じ。）にあっては６人以上１９

人以下、小規模保育事業Ｃ型（同条に規定す

る小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条に

おいて同じ。）にあっては６人以上１０人以

下、居宅訪問型保育事業にあっては１人とす

る。 

第３８条 特定地域型保育事業（事業所内保育

事業を除く。）の利用定員（法第２９条第１

項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下、小規模保育

事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

１号）第２７条に規定する小規模保育事業Ａ

型をいう。第４３条第３項第１号において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同省令第２

７条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。

同号において同じ。）にあっては６人以上１

９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同条に規定

する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条

において同じ。）にあっては６人以上１０人

以下、居宅訪問型保育事業にあっては１人と

する。 

２ （略） ２ （略） 

（特定地域型保育の取扱方針） （特定地域型保育の取扱方針） 

第４５条 特定地域型保育事業者は、児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準第３５条

の規定に基づき保育所における保育の内容

について内閣総理大臣が定める指針に準じ、

それぞれの事業の特性に留意して、小学校就

学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地

域型保育の提供を適切に行わなければなら

第４５条 特定地域型保育事業者は、児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準第３５条

の規定に基づき保育所における保育の内容

について厚生労働大臣が定める指針に準じ、

それぞれの事業の特性に留意して、小学校就

学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地

域型保育の提供を適切に行わなければなら
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ない。 ない。 

（美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第２条 美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年美濃加茂市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（保育の内容） （保育の内容） 

第２６条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚

生省令第６３号）第３５条に規定する内閣総

理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業

の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の

状況等に応じた保育を提供しなければなら

ない。 

第２６条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚

生省令第６３号）第３５条に規定する厚生労

働大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業

の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の

状況等に応じた保育を提供しなければなら

ない。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４８号 

令和５年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３号） 

令和５年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６８３，２３５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３，８１４，４２０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。  

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和５年８月２４日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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第　２　表 繰　越　明　許　費

千円

2 総務費 1 総務管理費 市庁舎等施設管理・改修事業 20,000

款 項 事　　　　　　業　　　　　　名 金　　　　額
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第　３　表 地　　方　　債　　補　　正

（変更）

　起　債　の　目　的

限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

千円 千円

道路施設補修点検事業 196,600 証書借入 243,400 変更なし 変更なし 変更なし

急傾斜地崩壊対策事業 16,300 証書借入 34,900 変更なし 変更なし 変更なし

起 債 の 目 的
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

年1.8％以内
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その借入先と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により繰
上償還又は低
利に借換えす
ることができ
る。
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１　一般職
（１）総括

759

(1)

759

(1)

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

32,796 38,110 15,320 13,944 30 109,040 36,866 306,270 219,470 1,065 155,700

補
正
前

32,796 38,110 15,320 13,944 30 109,040 36,866 306,144 219,470 1,065 155,700

比
較

126

1,118 126 1,244 190

補
正
前

595,322 1,183,916 928,485 2,707,723

1,434

備考

3,202,366

3,203,800

比
較

共済費
（千円）

合計
（千円）計

（千円）

給          与          費

職員手当
（千円）

928,611 2,708,967 494,833

494,643

給 与 費 明 細 書

職
員
手
当
の
内
訳

給料
（千円）

報酬
（千円）

区
分

区分

職員数
（人）

596,440 1,183,916
補
正
後
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ア　会計年度任用職員以外の職員

334

(1)

334

(1)

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

32,796 38,110 15,320 13,944 30 109,040 36,866 252,939 219,470 1,065 155,700

補
正
前

32,796 38,110 15,320 13,944 30 109,040 36,866 252,939 219,470 1,065 155,700

比
較

職
員
手
当
の
内
訳

区分

比
較

2,471,439

補
正
前

1,183,916 875,280 2,059,196 412,243 2,471,439

補
正
後

1,183,916 875,280 2,059,196 412,243

区
分
職員数
（人）

給          与          費
共済費
（千円）

合計
（千円）

備考
報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）
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イ　会計年度任用職員

425

425

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

補
正
後

補
正
前

比
較

53,205

126

1,434

職
員
手
当
の
内
訳

区分
期末
手当

(千円)

53,331

比
較

730,927

補
正
後

1,118 126 1,244 190

732,361596,440

補
正
前

595,322 53,205 648,527 82,400

合計
（千円）

53,331 649,771

備考
報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）

82,590

区
分
職員数
（人）

給          与          費
共済費
（千円）
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区
分

増減額
(千円)

126 その他の 126 期末手当 126

増減分

増減事由
別内訳(千円)

説　　　明 備　　　考

職
員
手
当
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前前年度末現 前年度末現在 当該年度末現

  在高　　　　　　　高見込額　　　 当該年度中 当該年度中元 在高見込額　

起債見込額 金償還見込額

千円 千円 千円 千円 千円

１　普　通　債 7,655,598      7,546,660      1,125,300      806,077         7,865,883

（１）　総　　務　　 125,688         121,420         75,900          12,606          184,714

（２）　民　　生 607,100         872,977         82,200          42,784          912,393

（３）　衛　　生 304,800         261,600                             21,470          240,130

（４）　農　　林 135,337         106,814                             12,872          93,942

（５）　商　　工 5,796            3,586            2,600            2,058            4,128

（６）　土　　木 1,862,606      1,790,307      570,400         247,171         2,113,536

（７）　消　　防 1,123,446      1,199,993                          97,477          1,102,516

（８）　教　　育 3,490,825      3,189,963      394,200         369,639         3,214,524

２　災害復旧債 37,012          37,357                              4,374            32,983

（１）　補助災害 2,300            2,300                                253               2,047

（２）　単独災害 34,712          35,057                              4,121            30,936

３　そ　の　他 7,961,485      7,575,001      260,000         697,005         7,137,996

（１）　県貸付金                                                                                 

（２）　減収補てん債等 161,151         124,180                             31,150          93,030

（３）　財源対策債等 51,465          29,437                              9,524            19,913

（４）　臨時財政対策債 7,748,869      7,421,384      260,000         656,331         7,025,053

15,654,095     15,159,018     1,385,300      1,507,456      15,036,862合　　　計

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み

区   　　   分
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議第４９号

   令和５年度美濃加茂市国民健康保険会計補正予算（第１号）

 令和５年度美濃加茂市の国民健康保険会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５，８５４千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５，１８８，１２９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

  令和５年８月２４日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  
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議第５０号 

令和５年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第１号） 

令和５年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９９，１７７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，２８１，２６４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和５年８月２４日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第５１号 

令和５年度美濃加茂市水道事業会計補正予算（第２号） 

（総則） 

第１条 令和５年度美濃加茂市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（業務の予定量の補正） 

第２条 令和５年度美濃加茂市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に

定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

(4) 主な建設改良事業 

 （ 事  項 ）    （既決予定額）   (補正予定額)   （ 計 ） 

 配水設備拡張費      50,916 千円      44 千円   50,960 千円 

 配水設備改良費     446,244 千円      630 千円   446,874 千円 

（収益的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収      入 

（ 科  目 ）    （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 水道事業収益 1,667,188 千円      16 千円  1,667,204 千円 

 第 2 項 営業外収益  420,962 千円      16 千円   420,978 千円 

支      出 

第１款 水道事業費用 1,660,119 千円      16 千円  1,660,135 千円 

 第１項 営業費用  1,607,523 千円         16 千円  1,607,539 千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第４条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収      入 

（ 科  目 ）    （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 資本的収入   238,935 千円     674 千円    239,609 千円 

 第１項 負担金     81,872 千円     674 千円    82,546 千円 

支      出 

第１款 資本的支出   803,568 千円     674 千円   804,242 千円 

 第１項 建設改良費  498,418 千円     674 千円   499,092 千円 

令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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収　入 （単位：千円）

1 水道事業収益 1,667,188 16 1,667,204

2 営業外収益 420,962 16 420,978

2 他 会 計 負 担 金 876 16 892

支　出 （単位：千円）

1 水道事業費用 1,660,119 16 1,660,135

1 営 業 費 用 1,607,523 16 1,607,539

4 総 係 費 140,434 16 140,450

収　入 （単位：千円）

1 資 本 的 収 入 238,935 674 239,609

1 負 担 金 81,872 674 82,546

2 他 会 計 負 担 金 222 674 896

支　出 （単位：千円）

1 資 本 的 支 出 803,568 674 804,242

1 建設改良費 498,418 674 499,092

1 配水設備拡張費 50,916 44 50,960

2 配水設備改良費 446,244 630 446,874

計款 項 目 既決予定額 補正予定額

資本的収入及び支出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

計款 項 目 既決予定額 補正予定額

令和５年度美濃加茂市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計
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（単位：千円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益 15,499

　　　減価償却費 531,270

　　　賞与引当金の増減額（減少は△） 579

　　　長期前受金戻入益 △ 295,675

　　　受取利息及び配当金 △ 1,722

　　　支払利息 11,030

　　　資産減耗費 48,307

　　　未収金の増減額（増加は△） △ 10,122

　　　たな卸資産の増減額（増加は△） △ 97

　　　未払金の増減額（減少は△） △ 6,257

　　　その他流動負債の増減額（減少は△） 1,364

　　　　　小計 294,176

　　　利息及び配当金の受取額 1,722

　　　利息の支払額 △ 11,030

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 284,868

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 427,633

　　　国庫補助金等による収入 40,881

　　　一般会計からの繰入金による収入 896

　　　工事負担金の受入による収入 70,803

　　　分担金の受入による収入 87,330

　　　他会計貸付金による支出 △ 215,000

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 442,723

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 90,150

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 90,150

Ⅳ　資金増加額（又は減少額） △ 248,005

Ⅴ　資金期首残高 1,977,774

Ⅵ　資金期末残高 1,729,769

令和５年度美濃加茂市水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）
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（単位：千円）

１

（１）

イ 465,589

ロ 1,011,333

△ 317,197 694,136

ハ 19,188,991

△ 9,241,350 9,947,641

ニ 2,157,013

△ 1,616,413 540,600

ホ 19,888

△ 15,375 4,513

ヘ
38,570

△ 25,910 12,660

ト 29,350

11,694,489

（２）

イ 500,000

ロ 577,000

1,077,000

12,771,489

２

（１） 1,729,769

（２） 212,612

△ 500 212,112

（３） 1,143

（４） 1,341

1,944,365

14,715,854

投資その他の資産
合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 預 金

未 収 金

貸 倒 引 当 金

貯 蔵 品

その他流動 資産

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

他 会 計 貸 付 金

車両及び運搬具

減価償却累計額

工 具 器 具
及 び 備 品

減価償却累計額

建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

減価償却累計額

令和５年度美濃加茂市水道事業予定貸借対照表
（令和６年３月３１日）

資　　　産　　　の　　　部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

建 物

減価償却累計額

構 築 物

減価償却累計額

機 械 及 び 装 置
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３
（１）

イ

413,039
413,039

（２）

イ 93,520
93,520

506,559
４
（１）

イ

83,397
83,397

（２） 296,695
（３） 0
（４）

イ 7,341
7,341

（５） 14,766
402,199

５
11,887,527
△ 6,007,560

5,879,967

6,788,725

６ 6,871,250

７
（１）

イ 4,164
4,164

（２）

イ 646,066
ロ 300,000

ハ
105,649

1,051,715
1,055,879

7,927,129

14,715,854

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

利 益 剰 余 金
減 債 積 立 金
建設改良積立金

当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金
利益剰余金 合計
剰 余 金 合 計

資本剰余金 合計

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　　　本　　　の　　　部
資 本 金

剰 余 金
資 本 剰 余 金
補 助 金

その他流動 負債
流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益
長 期 前 受 金
収 益 化 累 計 額

引 当 金 合 計

退職給付引当金
引 当 金 合 計
固 定 負 債 合 計

流 動 負 債
企 業 債
建 設 改 良 費 等 の
財 源 に 充 て る
た め の 企 業 債

企 業 債 合 計
未 払 金
前 受 金
引 当 金
賞 与 引 当 金

固 定 負 債
企 業 債
建 設 改 良 費 等 の
財 源 に 充 て る
た め の 企 業 債

企 業 債 合 計
引 当 金

負　　　債　　　の　　　部
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議第５２号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和５年８月２４日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

                  記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
加茂野４

８７号線 

美濃加茂市加茂野町加茂野字浦１７２番８地先   

美濃加茂市加茂野町加茂野字浦１７２番６地先 

２ 
本郷７１

０号線 

美濃加茂市本郷町五丁目字正理１３８８番１０地先  

美濃加茂市本郷町五丁目字正理１３８８番１２地先 

３ 
本郷７１

１号線 

美濃加茂市本郷町九丁目字薬師下２０６０番４６地先 

美濃加茂市本郷町九丁目字薬師下２０６０番７０地先 

４ 
上蜂屋５

６８号線 

美濃加茂市蜂屋町上蜂屋字脇田４４３３番１地先  

美濃加茂市蜂屋町上蜂屋字中瀬２８６４番１地先 

５ 
前平５３

４号線 

美濃加茂市前平町一丁目２３２番７地先  

美濃加茂市前平町一丁目２３２番２地先 
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新規認定路線 ①：加茂野４８７号線

加茂野４８７号線
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新規認定路線 ①：加茂野４８７号線

加茂野４８７号線
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新規認定路線 ②：本郷７１０号線

本郷７１０号線
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新規認定路線 ②：本郷７１０号線

本郷７１０号線
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新規認定路線 ③：本郷７１１号線

本郷７１１号線

- 77 -



新規認定路線 ③：本郷７１１号線

本郷７１１号線
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新規認定路線 ④：上蜂屋５６８号線

上蜂屋５６８号線
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新規認定路線 ⑤：前平５３４号線

前平５３４号線
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新規認定路線 ⑤：前平５３４号線

前平５３４号線
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議第５３号 

   美濃加茂市と可児市との間の証明書の交付等に係る事務委託の廃止に 

ついて 

令和６年３月３１日限り、美濃加茂市と可児市との間の証明書の交付等に係る事

務委託を廃止することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２

条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議

会の議決を求める。 

  令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第５４号 

   美濃加茂市と坂祝町との間の証明書の交付等に係る事務委託の廃止に 

ついて 

令和５年１２月３１日限り、美濃加茂市と坂祝町との間の証明書の交付等に係る

事務委託を廃止することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、

議会の議決を求める。 

  令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第５５号 

   美濃加茂市と富加町との間の証明書の交付等に係る事務委託の廃止に 

ついて 

令和６年３月３１日限り、美濃加茂市と富加町との間の証明書の交付等に係る事

務委託を廃止することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２

条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議

会の議決を求める。 

  令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第５６号 

   美濃加茂市と川辺町との間の証明書の交付等に係る事務委託の廃止に 

ついて 

令和６年３月３１日限り、美濃加茂市と川辺町との間の証明書の交付等に係る事

務委託を廃止することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２

条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議

会の議決を求める。 

  令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第５７号 

   美濃加茂市と七宗町との間の証明書の交付等に係る事務委託の廃止に 

ついて 

令和６年３月３１日限り、美濃加茂市と七宗町との間の証明書の交付等に係る事

務委託を廃止することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２

条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議

会の議決を求める。 

  令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第５８号 

   美濃加茂市と八百津町との間の証明書の交付等に係る事務委託の廃止 

   について 

令和６年３月３１日限り、美濃加茂市と八百津町との間の証明書の交付等に係る

事務委託を廃止することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、

議会の議決を求める。 

  令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第５９号 

   美濃加茂市と白川町との間の証明書の交付等に係る事務委託の廃止に 

ついて 

令和６年３月３１日限り、美濃加茂市と白川町との間の証明書の交付等に係る事

務委託を廃止することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２

条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議

会の議決を求める。 

  令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第６０号 

   美濃加茂市と東白川村との間の証明書の交付等に係る事務委託の廃止 

   について 

令和６年３月３１日限り、美濃加茂市と東白川村との間の証明書の交付等に係る

事務委託を廃止することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、

議会の議決を求める。 

  令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第６１号 

   美濃加茂市と御嵩町との間の証明書の交付等に係る事務委託の廃止に 

ついて 

令和６年３月３１日限り、美濃加茂市と御嵩町との間の証明書の交付等に係る事

務委託を廃止することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２

条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議

会の議決を求める。 

  令和５年８月２４日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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諮第２号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和５年８月２４日提出 

                                 美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

住  所   

氏  名  今 井 直 樹 

生年月日                           
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諮第３号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和５年８月２４日提出 

                                美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

住  所   

氏  名  川 合 伸 子 

生年月日                           
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令和４年度美濃加茂市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の認 

定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項及び地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和４年度の美濃加茂市

の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算並びに水道事業会計及び下水道事業会計の

決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

  令和５年８月２４日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

認第 １号 令和４年度美濃加茂市一般会計歳入歳出決算認定について  

認第 ２号 令和４年度美濃加茂市国民健康保険会計歳入歳出決算認定について 

認第 ３号 令和４年度美濃加茂市介護保険会計歳入歳出決算認定について 

認第 ４号 令和４年度美濃加茂市後期高齢者医療会計歳入歳出決算認定について 

認第 ５号 令和４年度美濃加茂市介護認定・障がい者自立支援認定審査会会計歳

入歳出決算認定について 

認第 ６号 令和４年度美濃加茂市古井財産区会計歳入歳出決算認定について 

認第 ７号 令和４年度美濃加茂市山之上財産区会計歳入歳出決算認定について 

認第 ８号 令和４年度美濃加茂市水道事業会計決算認定について 

認第 ９号 令和４年度美濃加茂市下水道事業会計決算認定について 
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